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足立区ユニバーサルデザイン推進会議 会議概要 

会 議 名 第３７回足立区ユニバーサルデザイン推進会議 

事 務 局 
都市建設部都市建設課、ユニバーサルデザイン担当課、 

総務部総務課、福祉部障がい福祉課 

開催年月日 令和６年５月１０日（金） 

開 催 時 間 午後２時００分 ～ 午後３時２４分 

開 催 場 所 足立区役所 中央館８階 特別会議室 

区長の出席 有・無 

出 席 者 

会長 

八藤後 猛 委員 

署名委員 

山田 あすか 委員 
内藤 久子 委員 

金子 孝一郎 委員 長澤 陽子 委員 田中 功一 委員 

槇野  浩 委員 猿田  純 委員 相澤  修 委員 

渡部 郁子 委員 
都市建設部長 

真鍋  兼 委員 

障がい福祉課長 

長門 忠雄 委員 

    

欠 席 者 

村田 雅利 委員 金井 秀之 委員 
多様性社会推進課長 

小木曽 弘規 委員 

   

関係区職員 

事 務 局 

ＵＤ担当課長 

安岡 毅 

ＵＤ担当係長 

辻井 隆伸 

ＵＤ調整担当係長 

森田 充 

ＵＤ担当 

薄井 風弥 
  

資 料 

 

       第３７回足立区ユニバーサルデザイン推進会議の開催について 

       第３７回足立区ユニバーサルデザイン推進会議会場案内図（中 

       央館８階特別会議室） 

       第３７回足立区ユニバーサルデザイン推進会議座席表 

       第３７回足立区ユニバーサルデザイン推進会議次第 

・資料１   足立区ユニバーサルデザイン推進会議委員名簿（案） 

       （令和６年度） 

・資料２   第３６回足立区ユニバーサルデザイン推進会議会議議事録 

・資料３   令和６年度の年間スケジュール 

・資料４   「令和５年度実施事業」の評価方法（案） 
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・資料５－１ 令和５年度実施事業個別施策及び評価候補一覧表 

・資料５－２ 区が実施する個別施策の評価結果の年度別推移一覧表 

・資料６   足立区ユニバーサルデザイン推進会議評価部会名簿（案） 

・資料７   施策・事業評価要領（案） 

・資料８   施策・事業の事前評価記入表（案） 

・資料９   「事業者による合理的配慮の提供」の法的義務化を受けた 

区施策の状況整理 

 

そ の 他 

 

傍聴人：有・無 （ 人） 

 

その他の参加者：有・無 
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（審議経過） 

開会 

 

○安岡ＵＤ担当課長 皆様、こんにちは。定

刻になりましたので、始めさせていただきま

す。 

 本日は、お忙しい中、第３７回足立区ユニ

バーサルデザイン推進会議にご出席いただ

きまして、誠にありがとうございます。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきま

す、都市建設部ユニバーサルデザイン担当課

長の安岡と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 着座にて説明させていただきます。 

 本日の会議は、当会場とウェブの併用によ

る会議を予定しておりましたけれども、ご出

席予定の委員の方は、全て会場にお越しいた

だく予定となっております。 

 また、会議時間は１時間半から２時間程度

を予定しております。効率的な会議とするた

め、一部の議事につきましては説明を割愛し、

配布資料の確認のみとさせていただきたい

と思いますので、ご理解のほどよろしくお願

いいたします。 

 続いて、皆様に２点ほどご連絡がございま

す。 

 まず、本日の会議記録作成のため、委託事

業者が会議の内容について録音させていた

だきます。併せて、本日の記録のため背後か

ら会議中の写真撮影をさせていただきます

ので、ご了承くださいますようお願いいたし

ます。 

 次に、マイクの使い方についてご案内させ

ていただきます。皆様の席上マイクでござい

ますが、手前のボタンを押していただきます

とスイッチが入り、マイクの部分が赤く光り

ます。ご発言の際にスイッチを入れて、所属、

お名前を名乗っていただき、ご発言をお願い

いたします。このとき、感度が悪い場合がご

ざいますので、マイクの近くで発言ください

ますようお願いいたします。ご発言が終わり

ましたら、もう一度ボタンを押してスイッチ

をお切りいただきますようお願い申し上げ

ます。 

 続いて、本日の資料確認をさせていただき

ます。 

 事前にお送りし、本日お持ちいただいた資

料でございます。 

 まず、第３７回足立区ユニバーサルデザイ

ン推進会議の開催について。裏面に第３７回

足立区ユニバーサルデザイン推進会議会場

案内図（中央館８階特別会議室）。 

第３７回足立区ユニバーサルデザイン推

進会議座席表。 

 第３７回足立区ユニバーサルデザイン推

進会議次第。 

 資料１「足立区ユニバーサルデザイン推進

会議委員名簿（案）（令和６年度）」。 

資料２「足立区ユニバーサルデザイン推進

会議会議概要（第３６回足立区ユニバーサル

デザイン推進会議）」、これは前回の議事録

になります。 

 資料３「令和６年度年間スケジュール」。

こちらにつきましては事前にお配りしまし

た資料に誤植があったため、席上配付のもの

に差し替えさせていただきました。申し訳ご

ざいません。 

 次に、資料４「令和５年度実施事業の評価

方法（案）」。 

 資料５－１「令和５年度実施事業個別施策

及び評価候補一覧表」。 

 資料５－２「区が実施する個別施策の評価

結果の年度別推移一覧表」。 

 資料６「足立区ユニバーサルデザイン推進

会議評価部会名簿（案）」。 

資料７「施策・事業評価要領（案）」。 

 資料８「施策・事業の事前評価記入表（案）」。 

 資料９「『事業者による合理的配慮の提供』

の法的義務化を受けた区施策の状況整理」。 

 以上が本日の会議資料でございます。 

 不足や落丁等がございましたら、事務局ま

でお申しつけください。―よろしいでしょ

うか。 

 続きまして、資料１「足立区ユニバーサル

デザイン推進会議委員名簿（案）（令和６年

度）」をご覧ください。 

令和６年度から一部委員に変更がござい

ました。私から変更となった委員のお名前を

お呼びしますので、ご起立いただきますよう

お願い申し上げます。 

それでは、名簿順にお呼びいたします。 

事業者代表、足立区建設業協会幹事、槇野

浩様です。 

○槇野委員 槇野でございます。よろしくお

願いいたします。 

◯安岡ＵＤ担当課長 続きまして、足立区職

員、多様性社会推進課長の小木曽です。本日
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は所用のため欠席となっております。 

続きまして、足立区職員、障がい福祉課長

の長門です。 

○長門委員 障がい福祉課長の長門と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

◯安岡ＵＤ担当課長 変更で委員となられ

た皆様の任期は前任者の残任期の１年間、令

和７年３月３１日までとなっております。皆

様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、本日の推進会議ですけれども、定数

１５名のところ、過半数以上の１２名の出席

をいただいており、会議が有効に成立してい

ることをご報告いたします。 

 それでは、推進会議の開会に当たりまして、

八藤後会長からご挨拶をお願いいたします。 

 八藤後会長、よろしくお願いいたします。 

◯八藤後会長 皆さん、こんにちは。お暑い

ですね。昨日だったらまた別のことを言って

いたと思いますけれども、体調を崩さないよ

うにしていただければと、これは主に自分に

言っているのですけれども、いかがでしょう

か。 

今日は、議事次第などを見てもお分かりの

ように、この会議のメインイベントでありま

す前年度の行政評価をするという、それの前

段階に当たりますが、その評価をどういうふ

うにやろうかということを検討するという

ことで、昨年やっていただいた方は、いろい

ろ問題点などを感じているところもあった

のではないかなと思います。また事務局のほ

うでもいろいろ考えていただいて、今日は案

をつくっていただいたようですが、どうか積

極的にご意見を頂きまして、よりよい評価が

次回以降できるようにしたいと思います。ど

うか本日もよろしくお願いいたします。 

◯安岡ＵＤ担当課長 八藤後会長、ありがと

うございました。 

 それでは、ここからの議事進行は、足立区

ユニバーサルデザインまちづくり条例施行

規則第６条第２項に基づき、八藤後会長にお

願いいたします。 

 八藤後会長、よろしくお願いいたします。 

◯八藤後会長 ということで、早速、皆様よ

ろしくお願いいたします。 

 いつものように事務局に確認をいたしま

す。本日の会議の到達目標はどこまでになり

ますでしょうか。 

◯安岡ＵＤ担当課長 それでは、説明させて

いただきます。 

 本日の会議の到達目標でございますけれ

ども、お手元の第３７回足立区ユニバーサル

デザイン推進会議次第をご覧ください。 

 到達目標は主に２点ございます。 

 １点目は、議事の審議・承認事項（３）の

「令和５年度実施施策・事業の評価方法につ

いて」でございます。こちらは、評価の仕方

について、昨年度と同様の方法でよろしいか

などや評価する施策の選定作業となります。 

 ２点目は、審議・承認事項（４）の「評価

部会における委員と施策・事業の振り分けに

ついて」になります。こちらは、第一、第二

評価部会にそれぞれ振り分けられる委員の

確定、評価資料の見方や事前評価記入表につ

いての説明となります。 

 以上です。 

◯八藤後会長 分かりました。 

 それでは、その辺の部分を念頭に入れて会

議を進めていきたいと思います。 

 

審議・承認事項（１）第３６回会議結果の報

告と第３７回議事録の署名人について 

◯八藤後会長 それでは、次第の３、議事の

審議・承認事項（１）「第３６回推進会議議

事録の承認と第３７回推進会議議事録の署

名人について」に入ります。 

 先ほど安岡課長より、時間短縮のため一部

議事の説明を割愛したいとの提案がありま

した。第３６回ユニバーサルデザイン推進会

議の議事録について、今回は時間短縮のため

説明は省略いたしまして、委員の皆様にそれ

ぞれご一読いただくということでよろしゅ

うございますでしょうか。 

（各委員より、異議なしの了承） 

◯八藤後会長 ありがとうございます。 

では、ご承認いただいたということで進め

させていただきます。 

 続きまして、議事録の署名人につきまして

説明させていただきます。 

 足立区ユニバーサルデザインのまちづく

り条例施行規則第１０条に、推進会議の議事

録を作成し保存すること、また議事録は会長

及び会長が指名する委員が署名することが

定められています。 

 つきましては、本日のユニバーサルデザイ

ン推進会議の議事録の署名人について私か

ら指名させていただきます。 

 いつも申し訳ないのですが、私と、山田副

会長、よろしゅうございますでしょうか。 
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○山田副会長 はい、分かりました。 

○八藤後会長 ご承諾いただいたようでご

ざいます。どうもありがとうございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

審議・承認事項（２）今後のスケジュールに

ついて 

○八藤後会長 それでは、議事の審議・承認

事項（２）の「今後のスケジュールについて」、

事務局から説明を願います。 

○安岡ＵＤ担当課長 それでは、資料３をご

覧ください。 

こちらが前回の推進会議でご承認いただ

きました令和６年度の年間スケジュールで

ございます。例年と同様に、年度の上半期は

事業の実施報告書の確認と事前評価を行い

ます。その後、昨年より１か月ほど前倒しい

たしまして１０月に評価部会を開催いたし

まして、下半期に報告書を取りまとめる流れ

となっております。 

ただ、各所管の次年度の事業内容や予算に

反映できるようにしたいと考えております

ので、年内には評価を取りまとめ、速報版と

して各所管に報告したいと考えております。

引き続きスピーディーな進行管理に努めて

まいります。 

また、現在の委員の皆様の任期が令和７年

３月までとなっておりますので、区民委員の

公募選考会を上半期に予定しております。 

なお、評価部会は１０月９日（水曜日）及

び１０月１０日（木曜日）、第３８回の会議

は１２月１８日（水曜日）、第３９回会議は

令和７年３月頃の予定となっております。詳

細な進行スケジュールや会場等のご案内に

ついては、後日連絡させていただきます。ま

た、必要があれば事前説明を行いたいと考え

ております。 

以上となります。 

○八藤後会長 ありがとうございました。 

それでは、今後のスケジュールについて、

委員の皆様、何かご質問、ご意見等ございま

すでしょうか。―よろしゅうございますか。 

では、そういうことで進められると思いま

す。 

 

審議・承認事項（３）令和５年度実施施策・

事業の評価方法について 

○八藤後会長 それでは、審議・承認事項（３）

の「令和５年度実施施策・事業の評価方法に

ついて」、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

○安岡ＵＤ担当課長 それでは、「令和５年

度実施施策・事業の評価方法について」、資

料４をご覧ください。 

評価の進め方につきましては、昨年度と同

様に、全３１施策の評価対象から半分程度に

絞って行いたいと考えております。 

資料５－１をご覧ください。 

基本的な考え方といたしまして、資料５－

１の全３１施策を分野別に分類した１３施

策群の中から代表的な施策を１つ選出し、そ

のほかにも必要に応じて、委員が評価するこ

とが適当と思える施策を数点選んでいただ

けたらと考えております。 

評価方法の抜本的な変更につきましては、

次年度の令和７年度にユニバーサルデザイ

ン推進計画の次期改定を予定しております。

そのため、それに合わせて検討していきたい

と考えております。 

引き続き、資料５－１をご覧ください。 

黄色の網かけが評価候補の１３施策群の

代表施策と昨年度委員が追加した３施策に

なります。委員が追加した施策は、表の「ひ

とづくり」の中の施策番号１－（２）－②「児

童・生徒への国際理解教育の推進」（地域調

整課）、続きまして「くらしづくり」の中か

ら、施策番号２－（３）－②「ユニバーサル

デザイン製品の開発支援」（産業振興課）、

３番目が一番下にあります「しくみづくり」

の中から、施策番号４－（２）－③「だれも

が利用しやすい電子情報の作成」（報道広報

課、区議会事務局）になります。 

また、資料５－２が過去の評価結果の年度

別推移の一覧表になります。 

説明は以上となります。 

○八藤後会長 ありがとうございました。 

それでは、ただいまの説明に対して委員の

皆様からご質問、ご意見等を伺いたいと思い

ますが、前回やったときの感想というような

感じの意見でも結構でございます。ちょっと

時間を置きますので、よろしければご発言く

ださい。 

○山田副会長 山田です。 

項目がこれでよろしいかということで、増

やすも減らすも、いずれも意見があればとい

うことですか。 

○安岡ＵＤ担当課長 この会議で決めるこ

とになりますので、ご意見を頂いた形で反映
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させていただきたいと思います。 

○山田副会長 分かりました。 

第二評価部会のほうなのですが、４－（２）

－③「だれもが利用しやすい電子情報の作

成」、この辺なのですけれども、いつも評価

委員会としてコメントすべき内容に乏しい

ところがありまして、大きく変更がなければ、

７年度で改定があったタイミングでもいい

んじゃないかと思うのですが、いかがでしょ

うか。例えば議会の情報の掲載についても閲

覧数が必ずしも重要なわけではなく、載せて

いること自体が重要であって、評価指標が数

量的変動として意味をなさないといった状

況で大きな変化もなく、さりとてそれが不適

切というわけでもなく評価業務の必要性を

現時点ではほぼ感じません。 

昨年度の状況で、「分かりやすい日本語に

する」とか「多言語の対応が」といった変更

をされ、評価業務としての意味もある報道広

報課さんと、区議会事務局さんが同じ項目で

評価されます。すると「議会の情報は必要な

通りきちんとアップされていますよ。だから

広報課さん５と区議会事務局さん３で総合

評価４」から、もはや動かずといった状況が

数年間続いている感じなのですけれども、い

かがでしょうか。 

○山田副会長 大きく変更することがない

のであれば評価業務も整理していいんじゃ

ないかなと思っております。前回の議事録に

も載せたことですが、評価疲れも危惧してお

ります。 

○八藤後会長 ありがとうございます。 

事務局のほうはいかがでしょうか。 

○安岡ＵＤ担当課長 今、副会長からご提案

いただいたのは、施策群で言いますと「だれ

にでも伝わる情報を作成・発信する」という

項目自体で特に選ばなくてもいいというこ

とでよろしいわけですね。委員の皆様がご賛

同いただければ、そうさせていただければと

思います。 

○八藤後会長 それは後で決を採るという

か、もう一度確認いたしますので、引き続き  

ご意見等あればおっしゃってください。 

記憶にある限り、減らすというのはなかな

か難しいというか、勇気が要るのですよね。

ちょっと増えてきて、これじゃいけないとい

うので一気にどんと減らしたりしたことが

たまにあったと思いますが、今、評価疲れと

いう、これは双方にありまして、もっと重点

的に攻めていきたいというか、積極的にいろ

いろ意見を交わしたいというところにより

時間がとれるという意味で、決して減らすの

は悪いことではないと思います。 

○山田副会長 報道広報課さんは、その上の

「わかりやすい表現による印刷物の作成」で

は残るので、この下の項目が消えても、お話

しする機会はしっかり保証されているのか

なと思います。 

○安岡ＵＤ担当課長 失礼いたしました。私

が勘違いしていまして、施策群全体というわ

けではなくて、施策番号４－（２）－③を抜

かすということですね。分かりました。失礼

いたしました。 

○八藤後会長 どうぞ。 

○渡部委員 区民委員の渡部です。 

いつも報道広報課さんと区議会の評価が

大きくずれて、どうしようもなく平均点にな

るというのをお聞きしているので、すごく難

しいなと思います。ここの評価を分けるよう

な形ができないだろうかというのを私もず

っと思っていて、区議会さんと報道広報課さ

んが分けて評価できるような形にできるの

であれば、そういった形に修正できたらいい

なと思ったのがまず１つです。 

私としては、４月からウェブアクセシビリ

ティが義務化されているので、足立区のウェ

ブサイトも、足立区議会のウェブサイトも、

言語は選べるようになっているのですけれ

ども、ウェブアクセシビリティに全部対応で

きているかというと、そこがまだ足りない部

分はあるなと思っているので、そのあたりも

含めて評価できるのであれば、続けて評価す

るのはありだと思いつつ、今の乖離があるの

をどうにかしないとお疲れになるだろうな

というのはすごく感じました。 

もう一つは、今おっしゃっていた分かりや

すい印刷物の作成という項目を私は抜かし

てもいいかなと思ったのですけれども、以前

のものとは同じように並べられないのです

けれども、過去からしばらく５が続けている

ということでこれ以上、ここは本当によくや

っていらっしゃるという評価があるという

ところがまず１点。 

もう一つは、わかりやすい印刷物というの

が、これから先にそこを特化する必要がある

のかどうかというのは、私はすごく懸念して

いて、どちらかというと印刷物よりも違う形

で、印刷物は今後減っていく方向に行くので
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はなかろうかというところを含めると、ここ

の項目は消してもいいのかなと思っており

ます。 

施策が既に５を取っているところという

意味では、２－（２）－①とか３－（１）－

①も同様に４とか５という高い数字を取っ

ているので、こういった高い数字を取ってい

るところは、次年度は一度外すというのはあ

りかなというふうに思いました。 

以上です。 

○八藤後会長 ありがとうございます。 

こういう意見を聞くと、それももっともだ

なというふうに思ってしまいますけれども。 

1つには、例えば電子情報についても報道

広報課と区議会があるということで、もしこ

れをやるのだったらば分けてやるか、あるい

は分けたうちのどちらか―恐らく区議会

のほうになるんじゃないのかなと思います

けれども―でやるのとか、それから割と安

定的に高評価になっているものについては

外してもいいのではないのかなというよう

な、具体的には２－（２）－①とか３－（１）

－①でしたか、というようなことが出ていま

す。 

１個１個決定しないで、まずは意見があれ

ば出し切らせていただきたいというふうに

思いますので、これに関連することでも結構

ですし、そうでないものでも結構でございま

す。どうぞ。 

○真鍋委員 都市建設部長の真鍋でござい

ます。 

私、どちらかというと事務局寄りの人間な

ので、あまり言ってはいけないのかもしれま

せんが、槇野委員と長門委員も新しく委員に

なりましたので、少し背景だけお話しをさせ

ていただきたいと思います。いわゆるユニバ

ーサルデザイン推進会議に基づく推進計画

については、かれこれ１０年ぐらいですか、

私も初期の頃から携わらせていただいたの

で、ある程度沿革は分かっているつもりでは、

途中抜けてしまいましたので。会長、副会長

に比べればまだまだ全然です。ただ、今、渡

部委員からご意見があったとおり、１０年で

少し変容している施策もあると思っており

ます。本質的なことは変わっていないのかも

しれないけれども、中身が微妙に変わってい

る、表現の仕方とかも多分変わりつつあるの

ではないかなというふうに思っています。 

それを踏まえて、いろいろな施策が当然あ

るのですけれども、もともと推進計画をつく

ったときに、いわゆるユニバーサルデザイン

に関連することを取りあえずがさっと集め

たというところもあったので、少し施策に濃

淡があるのですね。ハードの部分もあれば、

ソフトの部分もある。会長、副会長の前で言

うのもおこがましいのですけれども、そうい

う意味では事務局サイドとして考えていた

のは、定常的にやっている、ある程度数字目

標がはっきりしていて、いわゆる行政内で評

価できるものについては、委員さんの手を煩

わせなくても中で評価すればいいんじゃな

いか、それがいわゆる部内評価のほうに移っ

ていると思うのですが。一方で、委員の皆さ

んにやはり負担がかかっているというとこ

ろも実は気になっていまして、八藤後先生も

おっしゃっていただいたとおり、議論を深め

るとなると、施策が多いとどうしても時間が

制約がかかってしまうので、そもそもこの話

を……。長くなって申し訳ないのですけれど

も、この評価をすることによって何が影響す

るかというと、できれば次年度の予算とかに

足らないところは増やしてもらうとか、所管

が考える時間をあげたいという実は思いが

ありまして、今１つご意見があったとおり、

評価が高いものについては次年度はやらな

くて、評価が低いものについて所管のほうで

も少し考えてもらって、かなり力を入れて予

算づけするなり、いわゆる推進体制を見直す

であったりとか、そういう時間を取りたいで

す。長々と話しましたが、何が言いたいかと

いいますと、委員さんの評価については少し

減らしてもよろしいんじゃないのかなとい

うのが私の考えでございます。すみません。

この話を受けて皆さんのご意見を頂ければ

なと思います。 

以上でございます。 

○八藤後会長 いろいろと補足いただきま

してありがとうございました。 

皆様、そういうことでございますので、引

き続き意見を。はい、どうぞ。 

○相澤委員 委員の相澤です。 

今お話を伺っていて個人的に感じたので

すけれども、４－（２）－③とかをなくすと

いう話なのだと思うのですが、なくすという

意見があったり、くっつけたほうがいいとか、

追加したらいいとか、個別で意見がそれぞれ

あるのだと思うのですけれども、意見があり

ますよという前提の中で評価させてもらっ
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て、評価づけするタイミングでもいろいろ議

論するわけなので、その評価づけの中で改廃

も含めて、評価点だけではなくて、「次回以

降これはこうなんじゃないの？」みたいなと

ころを議論されればいいのかなと。そこでま

た意見として提示させていただければいい

のかなと思いました。 

以上です。 

○八藤後会長 ありがとうございます。 

既に話が出ているように、来年度大きく改

定されるということになりますので、その下

地づくりというか、その情報を整理しておく

という意味でも、今のご意見は貴重なご意見

かなというふうに思いました。 

引き続きいかがでしょうか。 

○山田副会長 山田です。 

この枠組み自身をディスカッションする

機会というのはそんなになくて、「それは令

和７年にすることなので」と去年も言われま

した。それで、また今日の機会が巡って来て

いるのですよね。 

先ほど渡部委員からもあったように、例え

ば「わかりやすい表現による印刷物の作成」

という印刷物そのものに対する評価をした

り、電子情報作成ということで、それについ

ての話はあるのですが、そもそも情報発信の

方法だとか区民が情報を受け止めていると

いうことに対する評価だとか、そういうこと

を本来は評価軸の設計として評価の対象に

すべきであって、現実的な効果，目的の部分

ですよね。その手段としてつくられた項目が

これでよろしいかという審議だけやってい

ると、なかなか本質の話には入りにくいのだ

ろうなという感想を持ちます。 

そういったことを先ほどのように評価対

象は「印刷物」だけでいいのかなとか、そも

そもこういうふうに報道広報課さんと区議

会の事務局さんという相当性格が違う事業

を同じ評価対象として扱うことによって、実

際何をやっているのか、どう評価されている

のかかが見えにくいような状況で区民の皆

さんが見られるように評価結果が出ていっ

てしまう。あまり細かいことは見てくれませ

んからね、例え区民が興味あると思っていた

としても。というような，評価対象や評価軸，

表の枠組み自身が妥当かどうかという疑義

を問うているのが今で、前回の会議での，評

価の枠組みは妥当かという意見も同じです

ね。 

ということで、ここの話は数年やっている

状況です。それが変わらなくて、またもう一

回というと、「同じことをもう一度言います

が」みたいな感じになる気はしています。 

以上です。 

○安岡ＵＤ担当課長 事務局になります。 

先ほど言ったように、抜本的な改正につい

ては７年度に皆様の会議を含めてやりたい

と思っているのですけれども、今回の中でも、

資料８の記入表の裏面の２番目の項目に「そ

の他」というところがありまして、様々なご

意見とかを書く欄があります。皆様の意見を

自由に書くことができますので、先ほど渡部

委員が言われましたとおり、事業別、各所管

別になっていますので、その旨を書いていた

だくことも可能ですし、評価の根本的なこと

も書けるようになっていますので、ちょっと

物足りないかもしれないですけれども、こち

らに書くということもできると考えており

ます。 

○山田副会長 今は，切り取られた項目ごと

について協議をしていますけれども、そもそ

もこの切り取り方、整理の仕方自身に対する

意見表明は、このタイミングでしか大体でき

ません。評価のタイミングでは、この横串の

丸１個に対して評価をしていくことになる

ので、評価軸や評価項目の置き方の話はでき

ないですよね。つまり，項目間に関する調整

のタイミングではなくなるという意味です。 

○八藤後会長 ちょっと横から口を出しま

すと、資料５－１ですけれども、「しくみづ

くり」の下から３つが黄色くなっていますが、

これは情報をどういう表現で分かりやすく

出すか、あるいはメディアによって、紙だっ

たり、電子だったりする違いがあるのですけ

れども、これが全部、報道広報課というとこ

ろが関わっているわけですね。 

そうすると例えば、そこの課に一括して、

関係する災害とか都市建設のほうも含めて

報道広報課のほうで一括してまとめていた

だいて、一つの分かりやすい表現でフレンド

リーな情報発信ができているかというのを

一括して審議するという方法もあるのかな

と思った反面、あまりこの項目を今年いじら

ないほうがいいのかなという。今、私がちょ

っと言ったようなことは、大改正のときにこ

の項目が、例えばここに「ひとづくり」「く

らしづくり」とかいろいろありますけれども、

「情報づくり」なんていうのがあっていいの
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かどうか分かりませんが、そういうような項

目が多分変わってくるときに話し合われる

ことなのかなと。すみません。自分で言って

おいて自分で引っ込めてしまいましたけれ

ども、そういうこともあるので、この大枠は

今年変えなくてもいいのかなというふうに

はちょっと思うところではあります。 

ということで、いろいろな角度から意見が

出てしまって少しごちゃごちゃしてきまし

たけれども、どうぞ。 

ここで意見を打ち切ったわけではござい

ませんが、ちょっと整理しますと、どうでし

ょうか。まず４－（２）－③を削るというこ

とについて、あってもいいというか、そうい

うこともちょっと出ておりますが、副会長ど

う思われますか。 

○山田副会長 今年度からウェブアクセス

の話も出たとして、それって恐らく、今年度

対応していることでして，それは今回，７月

に行う（昨年度の事業の）評価には関係ない

わけですよね。それは次年度やったほうが効

果的なんだと思います。というようなことも

ありますし、今こちらからは、この枠組み自

体が、もう少し実態がつかまえられるように

ですとか、そもそも論の話がうまくできるよ

うな体制ができたらいいなと思いますとい

うような意見としてお伝えをしました。それ

を受け止めていただいたら、私としては今年

度はこの評価が、あまり変化もないと思いま

すし、申し上げられることもないと思います

し、タイミングが来年度のほうがより適切な

意見が言えるんじゃないかということで、今

年は不要だと私は思います。 

以上です。 

○八藤後会長 渡部委員、いかがですか。 

○渡部委員 山田先生のおっしゃるとおり

だと思います。ありがとうございます。 

○八藤後会長 １年ずれがあるんですよね。

時々私もその辺がごっちゃになってしまう

のですけれども、いかがでしょうか。 

ということになりますと、まとめるという

と随分簡単になってしまいますけれども、４

―（２）－③については、増やしたけれども、

今年は元に戻すというか、なくしてもまずは

いいのではないかということでございます

ね。ほかについては現状維持ということにな

りますか。せっかくしたのだから、いろいろ

変えたいという気持ちはあるのですけれど

も、前向きな意味で現状維持ということでい

いかと思いますが、ご意見がなければそのよ

うに、項目については４－（２）－③を削る

ということだけが変化点で、あとは昨年どお

りということで……。 

○山田副会長 今、４－（２）－②も要らな

い……、十分やっていただいているというお

話がありましたけれども、どうですか。 

○八藤後会長 それは伺うのを忘れていま

した。印刷物のほうですね。 

○山田副会長 そうです。 

○八藤後会長 これも併せて今年なくして

もいいんじゃないかなと。 

○山田副会長 今年はいいんじゃないです

かね。「印刷物の仕組みそのものをＰＤＦ配

布とかで替える可能性はありますか」みたい

なディスカッションの機会になるのだった

らとは思うのですが、そういう感じにならな

いですよね。 

○八藤後会長 今年の評価ではならないと

思いますね。ちょっと論点が変わってしまい

ますので。 

○山田副会長 そうしたら、もう十分取り組

まれているので、今年は評価対象とせずでよ

ろしいんじゃないですかね。 

○八藤後会長 ということで、もう一度言い

ます。４－（２）－②と４－（２）－③、こ

れを今年の評価からはなくしてもいいんじ

ゃないのかなと。あとはこのままというとこ

ろになっていますが、皆様いかがでしょうか。 

もしよろしければ、これで決定したいと思

います。 

（各委員より、異議なしの了承） 

○八藤後会長 では、ご同意いただけたとい

うことで、今度やる評価では４－（２）－②

と４－（２）－③を削除、それ以外は今まで

どおりということで進めさせていただきま

す。 

事務局のほうは特によろしいですか。 

○安岡ＵＤ担当課長 了解いたしました。 

○辻井ＵＤ担当係長 事務局の辻井でござ

います。 

一言だけ申し添えさせていただきます。委

員評価を今回抜かすということであっても、

自己評価はしっかりと行って、皆様に報告し

てまいりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

以上です。 

○八藤後会長 ありがとうございます。 

忘れかけていた方もいらっしゃるんじゃ
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ないかと思いますが―自分のことですけ

れども―これはあくまでも我々が評価す

る項目ということであって、庁内ではきちん

と評価されるということは変わりないとい

うことでしたね。補足ありがとうございまし

た。 

 

審議・承認事項（４）評価部会における委員

と施策・事業の振り分けについて 

○八藤後会長 では、次にまいりたいと思い

ます。 

続きまして、審議・承認事項（４）の「評

価部会における委員と施策・事業の振り分け

について」ということで、事務局から説明を

お願いいたします。 

○安岡ＵＤ担当課長 続きまして、評価部会

における委員と施策事業の振り分けについ

て説明させていただきます。 

資料６をご覧ください。こちらは、僭越で

はございますが、事務局で作成いたしました

振り分け（案）になります。 

なお、毎回お伝えしておりますけれども、

両方の部会に委員として参加することは可

能ですが、誠に恐れながら、謝礼については

２つの部会にご参加されても１回分となり

ます。 

次に、資料７をご覧ください。こちらの資

料は、全６ページにわたる施策・事業評価要

領の案となっております。それぞれ資料の下

のほうにページ番号を振っておりますので、

ご確認をお願いいたします。 

では、資料７の施策・事業評価要領（案）

の１ページをご覧ください。こちらは施策・

事業評価シート１の見方についての説明に

なります。各所管が実施した個別事業の実施

計画に対するそれぞれの実施値Ａと、計画目

標に対するその達成率Ｂを表示したものに

なります。 

次に、施策・事業評価要領（案）の２ペー

ジをご覧ください。施策・事業評価シート２

の見方のご説明になります。こちらは各所管

が実施した事業に対する自己評価が記入し

てあります。一番左側のＣ欄が施策内容に対

する１年間の実施状況、Ｄ欄が実施した事業

に対する効果や貢献度、Ｅ欄が実施結果を踏

まえた各所管の考え方や取組方針、Ｆ欄が過

年度に委員からのご意見を受けて改善した

内容等になります。 

これらのシート１とシート２をご覧の上、

４ページの評価記入法の記載方法をご参照

いただきながら、各施策・事業の事前評価を

お願いいたします。また、各項目の評点と総

合評価については、それぞれ０．５点区切り

の９段階でおのおの点数をつけていただく

ことになります。 

また、６ページには評価の着眼点について

記載しております。 

さらに、資料８ですけれども、こちらが皆

様にご記入いただくことになる「施策・事業

の事前評価記入表」の様式（案）となってお

ります。 

なお、１０月に行われます評価部会では、

評点者のお名前を伏せて分からなくした記

入表の冊子と評点結果を一覧表にまとめた

資料をご提示する予定となっております。 

説明は以上となります。 

○八藤後会長 ありがとうございます。 

初めての方もいらっしゃいますので、よく

分からないところもあろうかとは思います

けれども、１回でもやっていると、ああ、こ

れのことかなということで多少はお分かり

になるかもしれませんが、これについて今改

めて説明がありましたが、何か皆様から意見

やご質問等があれば伺いたいと思います。 

念のため確認ですけれども、今説明いただ

いた資料のＡ３判の横の大きいもののＦ欄

の一番下の網かけのところですが、「通年度」

と書いてあるのは「過年度」の間違いですね。 

○安岡ＵＤ担当課長 失礼いたしました。

「過年度」の誤りになります。申し訳ござい

ませんでした。 

○八藤後会長 自己評価というのは、区の職

員の方が自分の部課について評価をすると

いう意味です。こういうものがお手元に来た

ら、それについて以下のような評価をしてい

ただくという流れになっております。私がわ

ざわざ言うことではないのですけれども。 

特になければ、これで進めさせていただく

ということでよろしいでしょうか。 

 では、特にございませんようですので、引

き続きこれにてよろしくお願いしたいと思

います。 

特に事務局からコメントはございません

か。 

○安岡ＵＤ担当課長 先ほど言いましたと

おり、どちらの評価部会にも出席することが

可能ですので、１０月前の開会のお知らせの

ときに、両方出席される方のご希望とかをお
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聞きする予定となっておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○八藤後会長 そういうことでございます。 

それでは、今年度の第一評価部会のメンバ

ーについては、私が申し上げますか。資料６

ですね。 

○安岡ＵⅮ担当課長 資料６が今回お願い

しております第一評価部会、第二評価部会の

委員の構成となっております。 

○八藤後会長 読み上げませんが、第一評価

部会の筆頭に八藤後が書いてあります。第二

評価部会は山田部会長ということで書いて

おります。皆様方のお名前を確認していただ

けますでしょうか。 

ということで、よろしゅうございますでし

ょうか。 

再三申し上げて申し訳ないのですが、自分

の名前のある評価部会以外のもう一つのほ

うに出ていただくのは大いに歓迎だと思い

ますので。 

なぜ２つに分けたかという経緯を申し上

げますと、全部を丸１日かけてやるのは非常

に委員の負担が大きい。事前にも宿題があっ

て、紙で書いて出さなきゃいけないわけです

よね。それを考えると、本当はみんな評価し

てもらいたいのですが、なかなかご負担も大

変だろうということで２つに分けて役割を

分担していただいたという経緯がございま

す。 

では、この部会名簿（案）を部会名簿とし

て進めていきたいということでよろしゅう

ございますでしょうか。 

（各委員より、異議なしの了承） 

○八藤後会長 ありがとうございます。 

ちゃんと確認をしておいたほうがいいん

じゃないかと副会長から進言がありました

ので、私から念のため申し上げたいと思いま

す。 

第一評価部会ですが、資料５－１で申し上

げると、２－（１）－①、２－（２）－①、

３－（１）－①、３－（２）－①、３－（３）

－①、３－（４）－②ということで６つにな

ります。 

第二評価部会が、上から１－（１）－②、

１－（２）－①、その下の１－（２）－②、

１－（３）－①、ちょっと飛びまして２－（３）

－①、その下の２－（３）－②、ずっと飛び

まして４－（１）－②、そして最後に４－（３）

－①ということで、山田副会長に書いていた

だいたのですが、よろいでしょうか。事務局

もそれでお間違いないでしょうか。 

○安岡ＵＤ担当課長 確認いたします。資料

５－１をご覧いただけますでしょうか。 

第一評価部会がハード面となりまして、一

番左の柱の項目で言いますと、「くらしづく

り」と「まちづくり」の真ん中の施策番号が

２から始まるものと３で始まるものになり

まして、評価については黄色い部分が全て残

るという形になるので８項目という形にな

ると思います。 

第二評価部会がソフト面という形になり

まして、柱で言うと「ひとづくり」と「しく

みづくり」になりまして、先ほど「しくみづ

くり」で２項目削除いたしましたので６項目

という形になると思います。 

○山田副会長 「くらしづくり」の２－（３）

－①と２－（３）－②の「だれもがくらしや

すい製品を普及させる」、ここは第二評価部

会のほうでやっているので、「くらしづくり」

が２つに分かれるのですね。 

○真鍋委員 先生がおっしゃるとおりです。

合っています。 

○安岡ＵＤ担当課長 失礼いたしました。 

○真鍋委員 第二評価部会が８つで、第一評

価部会が６つになるのですね。 

○安岡ＵＤ担当課長 そのとおりです。 

○真鍋委員 そごがないように、第一評価部

会、第二評価部会の皆様には、今割り振った

内容で資料を送付させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

○八藤後会長 ということでございまして、

一応委員の皆様方は把握していただいたと

思いますが、事務局から関係の資料が送られ

てきますので、間違えることはないと思いま

す。 

 

報告事項（１）「事業者による合理的配慮の

提供」の法的義務化を受けた区施策の状況に

ついて 

○八藤後会長 ということで、さっきちょっ

と進みかけた報告事項（１）「『事業者によ

る合理的配慮の提供』の法的義務化を受けた

区施策の状況について」です。事務局から説

明を願います。 

○辻井ＵＤ担当係長 続いて、事務局の辻井

でございます。 

報告事項についてご説明します。少し時間

に余裕がありますので、ちょっと長めには説
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明させていただきたいと思います。 

まず資料の説明に入る前に、報告事項の経

緯といったところを簡単にお話しします。 

こちらは前回、３６回の推進会議で質問を

受けて整理をしたものということになって

おります。この質問というのが何かというと

ころでいきますと、前回、竹ノ塚駅の高架下

のテナントといったものをはじめとする民

間施設の建築・改築・改修などの際に、ユニ

バーサルデザインあるいはバリアフリーに

関する区からの助言とか指導といったもの

が制度上あるいは法令上できないかという

ような話題がありました。そこから、この後

説明する障害者差別解消法における合理的

配慮の提供というものが４月１日から法的

にも義務化されるタイミングでして、民間事

業者に対してどのような指導が及ぶのか庁

内で一旦整理させていただいて、今回の推進

会議で報告させていただくというものでご

ざいます。 

ということで、ちょっと前置きが長くなり

ましたが、資料９についてご説明いたします。

お手元の資料、またはスクリーンをご覧くだ

さい。 

表の面は合理的配慮の提供の法的義務化

に関する背景を簡単に記載したものでござ

います。①と②の２つにありますように、障

害者差別解消法が改正されまして、この４月

１日から事業者による障害のある方への合

理的配慮の提供が義務化となりました。実は、

もともと東京都では条例で既に義務化には

なっている状況ではあったのですが、今回、

法律で全国的にも法的義務化になりました

ので、これに合わせて区としても一層の啓発

をしているところでございまして、例えば区

の「あだち広報」で例示を用いてご案内した

ような状況となってございます。 

続いて、③と④につきまして、合理的配慮

の提供というのは、過重な負担にならない範

囲で事業者が実施されるというところでは

ありますが、これに反する行為を繰り返すな

どした場合、行政機関から報告を求めたり、

助言・指導・勧告を受けたりする場合がある

というふうに国のほうからも示されており

ます。 

この「過重な負担にならない範囲」という

のが何なのか、要は何が「過重な負担」にな

るかというのは、配慮を受ける側と提供する

側の双方の建設的な対話に基づくものとさ

れているということでございます。 

こういった状況がある中で、区の施策がど

のように整理されているのかというところ

で、資料９の裏面にございます一覧の表のと

おりに整理してございます。 

先ほど申し上げたところの繰り返しには

なるのですが、今回、民間施設・店舗などの

事業者の建築・改築・改修等に関する助言や

指導について、差別解消法における合理的配

慮の提供の観点からどこまで及ぶのか、そこ

を主眼に置いて整理させていただいていま

す。ですので、この表では審査・指導・助言、

あるいは補助金とか周知啓発というように

分けてお示ししているところでございます。 

まず表の説明をさせていただきますと、左

側２つが「審査・指導・助言」に関すること

でございまして、一定規模以上の施設につい

て、東京都の条例、足立区の環境整備基準に

基づいて民間事業者による事前協議を実施

してございます。ユニバーサルデザインへの

配慮に関する助言・指導を行っているのです

が、強制力があるというものではなくて、要

請にとどまっているのが実情でございます。 

小規模の施設については、建築審査事務に

おいて、基準等を遵守していることを前提に

審査や指導を実施しております。 

下のほうに直近の対応方針として記載し

ているのですが、まだ制度的なところは示さ

せてはいないのですが、誰もが利用しやすい

施設になるように、区としては、できる限り

配慮するように、合理的配慮の例示などを用

いて一層事業者に求めていくような状況が

ございます。 

基準を遵守するというのは当然ではある

のですが、施設の面で言えば、基準をさらに

上乗せした望ましい整備というのがガイド

ラインとかマニュアルなどで示されている

状況でございますので、それをまず知ってい

ただくというところも重要だと考えてござ

います。 

続いて、表の右から２列目、「補助金」の

話でございます。区では民間事業者へのバリ

アフリー改修に対する補助制度がございま

す。対象となるのは不特定多数の方が利用さ

れる施設「特別特定建築物」というものがあ

りまして、バリアフリー地区別計画の策定区

域内に補助している状況でございます。 

これの直近の対応方針としては、事業者に

対してさらに活用してもらうように促して、
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併せて普及啓発を行いながら取組を支援し

てまいります。 

続いて、一番右の列でございまして、「周

知啓発など」についてご説明します。「あだ

ち広報」でご案内したほか、合理的配慮の案

内冊子（リーフレット）を２種類購入・配架

しているところでございます。 

これに関して検討事項がありまして、事業

者をはじめ配慮を提供する側への周知が必

要なのはもちろんなのですが、障がい者側も

差別解消法とか合理的配慮の趣旨を知って

いただくということも重要と考えておりま

す。そのため直近の対応としては、区内の事

業所に向けた説明会の開催も含めて、どのよ

うに周知を進めていくことが効率的・効率的

か検討して実施していく状況でございます。 

今説明したのが、あくまでも現状の整理と

いうことになってございますが、これで終わ

りということではなくて、ここの推進会議で

も皆様のご意見とか知恵をお借りしながら、

特に施設の面で事業者に対する一層のアプ

ローチ方法を模索していきたいと考えてい

る状況でございますので、ぜひご意見等を頂

きたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

すみません。長くなりましたが、私からは

以上でございます。 

○八藤後会長 ありがとうございました。 

ちょっと釈迦に説法というか、恐縮でござ

いますけれども、私なりの解釈をすると、条

例とか国のバリアフリー法とか、そういうも

のに対象じゃなかったような小規模な施設

などについても、今までは「対象じゃないか

らやっていません。それで構いません」とい

うことで、変な話ですけれども、ある区では、

ある店舗が非常に対応が悪かったので、区に

そのことを言ったのだそうですけれども、区

としては、根拠法がないということでどうに

もならないということで障がい者の人は怒

っていましたけれども、ある程度根拠法があ

るということなので、少しにそれに関わるこ

とができるというか、お仕事が増えるわけで

すけれども、じゃあすごい強制力でやれと言

うのかというと、そういうことではなくて、

できる限り両者の話合いで合理的なところ

で、これは私の言った言葉ではないですが、

「妥協点を見つける」ということを言ってい

た大学の先生がおりますけれども、そういう

ところで、両者が話合いをした上で妥協点を

見つけていくということを推奨していくと

いうことで……。ということは、法律に書い

てあるからやるとかやらないじゃなくて、障

がいを持っている当事者も、これにかなり参

画する必要があるというか、意見を何も言わ

なければ何もよくならないというようなと

ころもありますので、「区内の障がい者側も

制度の趣旨を知っていただくことが重要」と

さらっと書いてありますが、これはすごく大

事なことなんじゃないかなと思いました。ち

ょっと余計なことを付け加えてすみません。 

ということで、今のご説明などについてご

質問等があれば受けたいと思います。どうぞ。 

○真鍋委員 都市建設の真鍋でございます。 

事務局から先ほど説明がありましたけれ

ども、お名前を言って恐縮ですが、前回、金

子委員からも問題提起がありまして、八藤後

会長が言われたことも全くごもっともであ

ります。法律を守ればいいということでは本

来ないと私どもも思っております。 

区役所として何ができるかという話にな

るのですが、ハード・ソフトの面、両方ある

のですけれども、例えばハードの面で言えば、

役所っぽい言い方をすると、ある基準を、い

わゆる横出しといって対象範囲を広げると

いうことと、あとは上乗せ規制といいまして、

今ある一定水準、もうちょっと上の基準を独

自に定めるということが両方考えられるの

ですね。 

ある一定の規模であれば、当然基準は守る

ということと、公共施設の整備に当たっては、

金子委員にも様々ご協力いただいておりま

すが、当事者団体のご意見を聞きながら建物

の設計に反映させて、それを具現化していく

ということは今までもやってきましたし、こ

れからもやっていこうと思っています。とこ

ろが民間になってしまいますと、いわゆる行

政としてガバナンスというか、手を伸ばす範

囲がやはり限られてきてしまうところが正

直あります。 

ただ、今回事例であったのは、実は今月２

３日に竹ノ塚の高架下にエキア竹ノ塚とい

う商業施設がオープンするのですが、それが

一例で出てきたところです。たまたま事業者

である東武鉄道と行政の関係で様々な面で

まちづくりをやっていたので、お話しする土

壌があったのでできたということがあるの

ですが、これが全く何もない、いわゆる民間

のデベロッパーさんがやるという話になっ
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てしまうと、区とのパイプが何もないので、

「いや、それはなかなかできませんね」とい

うので話が正直終わっちゃうのが、私が今ま

で仕事をしていた中というか、こういうこと

がさんざんありました。じゃあ規制をかけれ

ばいいんじゃないかという話になるのです

けれども、それもなかなか簡単にいかなくて、

最近の建築物に関しては、環境であったりと

か省エネであったりとか、いろいろな要素が

反映されるようになってきているので、コス

トの面から言うと、事業者さんに過度な負担

はさせられませんねという相反するところ

があるのです。 

話をまとめますと、今回のユニバーサルデ

ザインの考え方とすれば、年齢とか性別とか

障がいのあるなしとか関係なく、誰もがきち

んとできるという世の中をつくっていくこ

とが重要ですので、もしかすると啓発で済む

ことなのかもしれませんが、やはり世の中の

意識をきちんとそういう方向に向けていか

ないと、なかなか一朝一夕では解決しないか

なと思っています。 

今日は長門委員も来てもらっていますけ

れども、障がい施策の部分もそれについては

意識は持っておりますので、先ほど事務局か

ら話がありましたとおり、こういう場を通じ

て様々なご意見を頂きながら、施策に反映で

きるものがあればぜひやっていきたいと思

っております。 

すみません。長くなってしまいましたが、

以上でございます。 

○八藤後会長 大変よく分かりました。補足

ありがとうございました。 

ということで、大分変わるんじゃないかな

というふうに思います。 

それから、この事業評価の中でも、これは

私が関わっていましたけれども、「民間建築

物のユニバーサルデザインの誘導」というの

が、段階的に上がってきてはいるのですけれ

ども、ほかのものが目覚ましく、がっとここ

数年で上がっているのに比べると、ちょっと

歩みが遅いというのは今までの感じではあ

ったのですけれども、この先これがどういう

ふうに展開していくのかなというのは、期待

するだけじゃなくて、関わっていきたいとい

うふうに思っております。 

いかがでしょうか。ご感想かご意見で結構

です。 

○金子委員 障害者団体連合会の金子です。 

今、会長と部長さんがいろいろ説明してい

ただいて、それでいいと思うのですけれども、

５月２３日ですか、竹ノ塚駅の高架下に２４

店舗がオープンするのですよね。オープンし

た後、施設設備的にこちらが要望していたも

のがどの程度実現しているのかなというの

が楽しみではあるのですけれども、部長さん

が言われたように、東武の担当課長２名が私

たちの要望を聞いていただいて、そういう場

があったからこそ、その結果がどうなのかな

という意味での楽しみなのですけれども、い

ずれにしても、区がお金を出す・出さないに

関係なく、それこそどんな方でも使えるよう

なものにするために障がい者関係者との話

合いの場を持ってほしいということは、原則

というか、そういうふうにしてほしいと思う

のですよね。それが１つです。 

それから、資料９の裏面の補助金のところ

での質問ですけれども、初めて私は知ったの

ですが、事業費の３分の２を補助。補助要件

がバリアフリー地区別計画の中での特別特

定建築物。これは具体的にどんなものなのか、

分かる範囲で教えてほしいのですけれども。 

○辻井ＵＤ担当係長 ご質問ありがとうご

ざいます。事務局の辻井からご説明します。 

まずバリアフリー地区別計画の話、それか

ら特別特定建築物の話を２つに分けてご説

明します。 

バリアフリー地区別計画というものは、区

のほうで、まちの面的一体的なバリアフリー

化を特に進めるために、多くの事業者プラス

障がい当事者、高齢者とかお子様連れの方と

か、そういった利用者の皆様と一緒になって

計画をつくるところでございます。 

これは、いろいろなバリアフリー化が必要

な中で特に重点的に行うということを計画

としてお示ししていますので、ここではバリ

アフリー地区別計画の策定区域内というと

ころに、民間の店舗とかそういったところも

重点的にバリアフリー化を進めていくとい

う趣旨もありまして、区がつくっているとこ

ろの区域内に補助の要件として設けさせて

いただいている状況でございます。 

続いて、不特定多数の方が利用される施設

「特別特定建築物」がどういうものかという

ことなのですが、バリアフリー法の下に規則

がございまして、そこの中で例としてお示し

されているのですが、説明したとおり、不特

定多数の方が利用されるということで、飲食
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店とかそういったものはもちろんなのです

が、例えば銀行とか病院とか福祉施設といっ

たものもあれば、公共的なものだけではなく

て、民間の要素が強いような今申し上げた福

祉施設というものも該当するところでござ

います。 

ここは面積要件が決められているものも

あるのですが、東京都においては、面積要件

なく今申し上げた特別特定建築物の施設が

法的な扱いとなりますので、補助金について

も、申し上げた小規模な飲食店とか物販店舗

とか、そういったものも対象となるような状

況でございます。 

バリアフリー法の特別特定建築物を調べ

ると非常に難しい言葉でいろいろと羅列さ

れているので、それを分かりやすく説明する

のも若干難しいところではあるのですが、一

応我々としてはそのように認識しておりま

して、特にファミリーレストランとか、そう

いったところも積極的にこういった制度が

あるということをご案内して、使ってくれな

いかなというようなこと働きかけている状

況ではございます。 

事務局からの説明はここまでとさせてい

ただきます。また質問がありましたらお願い

たいと思います。以上です。 

○金子委員 今まで区としてこの補助制度

を交付したことはあるのですか、実績として。 

○辻井ＵＤ担当係長 事務局の辻井でござ

います。 

実績としてはございまして、病院と金融機

関とドラッグストア、そういったところには

補助させていただきました。 

ただ、これは１件１件の金額が、区の補助

については数百万ですが、事業費の３分の２

ということで払っていますので、実際に民間

事業者が５００万以上の金額をかけてバリ

アフリーの整備をして、それに対して区が数

百万補助しているという状況でございます。 

今申し上げたのはスロープとか点字ブロ

ックの整備、車椅子使用者の方がお使いにな

ることを想定した車椅子利用者の駐車場、バ

リアフリートイレの整備といったところに

補助をしている状況でございます。 

規模が大きめなところが多いのが現状で

はありますので、今後はもう少し、ちょっと

したスロープなんかでも使っていただける

ようにというのは、なるべく我々からも事業

者に働きかけたいとは思っている状況でご

ざいます。 

以上です。 

○八藤後会長 よろしゅうございますか。 

○金子委員 はい。 

○山田副会長 これはあくまでもバリアフ

リー改修なので、例えば「一般のものだった

ら１０万円ぐらいの什器なのだけれども、バ

リフリ設備にすると２０万かかるんだよね。

その差額１０万円をどうにかしてくれる？」

みたいな設置するときの話というのには特

にサポートはなくて、バリアフリーにするよ

という既存のものの改修のことだけが対象

なのですよね。 

○辻井ＵＤ担当係長 事務局の辻井でござ

います。 

細かい話をしてしまうと、バリアフリー地

区別計画に記載している建築物の特定事業

で具体的な事業が書いてあるものをやる場

合も補助の対象にはなります。その事業とい

うのは、実は新設も一部含まれていますので、

そこについては補助することができます。そ

れ以外は、基本的には既存の店舗の改修にな

りまして、既存の店舗の改修の場合は、バリ

アフリーの計画に具体的に書いていないと

ころでも実は対象ですので、まちを重点的に

やりますと言っているような区域の中であ

れば改修に関しては補助ができる。ただ、新

築については、分かりにくいですが、地区別

計画に具体的に書いてある事業というのが、

対象で区の補助の制度というよりも、実は国

土交通省の制度に区が一緒になってやって

いるという現状があります。ですので、シン

プルなメニューになっていなくてすみませ

んが、そういう状況です。 

○山田副会長 とても大変だと思うのです

けれども、シンプルに伝えるには。周知啓発

のところには、恐らく「民間事業者さん、こ

ういうのがありますよ、いかがですか」とい

うことも入っていかないと、きっと難しいの

だろうなというふうには思います。 

足立区内の「設備が古くなってきたからど

うせ改修するんだよね」みたいに思っていら

っしゃる小さい飲食店の方とかが、それの情

報を知ったら、「この際だからバリフリに改

修しよう」というふうに思っていただいたら

とてもよろしいわけですよね。ですので、ご

負担かとは思うのですが、この補助制度に関

する周知啓発もぜひ進めていただければと

思います。 
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以上です。 

○八藤後会長 とても大事なことですね。知

らなければ何も使えないということですの

で。なおかつ今分かりにくいというのがあり

ましたので、そこを分かりやすくどう周知で

きるかというところが腕の見せどころだと

いうふうに思いますし、これもそのうち我々

が評価することになるのでしょうね。という

ことで、我々も注目していきたいと思います。 

ちなみに補足ですけれども、特別特定じゃ

ない特定建築物というのは、不特定多数じゃ

なくて特定多数、つまりメンツがいつも一緒

か、メンツが全然違うのかということで、一

段下の特定建築物はメンツが同じという意

味で、例えば学校などというのは、多数が使

いますけれどもメンツが同じなので不特定

ではないのですね。というふうに学生には覚

えろと言っています。失礼しました。 

この際ですから、いろいろ聞いておいてい

ただいたり、あるいは今みたいに積極的なご

意見、ご進言というか、「こうしてください」

みたいなものを言っていただくいい機会じ

ゃないかなと思いますが。―よろしゅうご

ざいますか。 

では、今日、区の方にご発言いただいた内

容などにつきまして、どのように実施されて

いくのかというのも、我々のほうで見させて

いただきたいと思っております。ありがとう

ございました。 

では、よろしいでしょうか。 

全般的に何かございますか。いいですか。 

 以上で本日の議事については終了いたし

ました。 

次回は、資料３の年間スケジュールにあり

ますとおり。第一、第二の評価部会を１０月

９日、１０日に実施する予定ということで、

よろしくお願いいたします。これは半日ずつ

ぐらいでしょうか。あるいは午前とか午後と

か決まっているのでしょうか。 

○安岡ＵＤ担当課長 基本的には午後を両

日とも予定しております。 

○八藤後会長 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

それでは、司会進行を事務局にお返しいた

します。 

○安岡ＵＤ担当課長 八藤後会長、ありがと

うございました。 

 お話にありましたとおり、次回は１０月９

日、１０日に第一、第二評価部会を開催いた

します。その前に皆様には、ご苦労いただく

のですけれども、事前評価という形で、７月

前後に郵送させていただいた資料に事前評

価のご記入をご依頼させていただく予定で

ございます。 

本日は、委員の皆様には、大変お忙しい中、

ユニバーサルデザイン推進会議にご出席い

ただきまして、ありがとうございました。 

 なお、お車でお越しの方は、駐車券をご用

意しておりますので、お帰りの際に事務局ま

でお申し出ください。 

 これにて第３７回足立区ユニバーサルデ

ザイン推進会議を閉会いたします。ありがと

うございました。 

 

閉会 


